
１
　
は
じ
め
に

今
年
二
月
一
二
日
、
金
融
庁
よ
り
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
案
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
内
閣
府
令
は
、
コ
ー
ポ
レ

ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
体
制
、
役
員
報
酬
、
株
式
保
有
の
状
況
、
議
決
権
行
使
結
果
に
つ
い
て
開
示
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

議
決
権
行
使
結
果
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
議
案
ご
と
に
賛
成
、
反
対
、
棄
権
の
票
数
ま
で
を
臨
時
報
告
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
な
っ
た
（
１
）。

こ
れ
ら
は
新
設
規
定
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
開
示
は
要
求
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
上
場

会
社
で
は
、
株
主
総
会
に
お
け
る
賛
否
の
票
数
の
詳
細
を
発
表
し
て
い
な
か
っ
た
。

株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
行
使
結
果
の
開
示
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
諸
外
国
に
お
い
て
も
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
昨
年
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
規
則
改
正
に
よ
っ
て
、
四
半
期
開
示
か
ら
株
主
総
会
終
了
後
四
営
業
日
以
内
に
短
縮
さ

れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
や
Ｅ
Ｕ
諸
国
に
お
い
て
も
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
の
公
表
が
法
制
化
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
議
決
権
行
使
結
果
の
開
示
に
つ
い
て
、
日
本
お
よ
び
諸
外
国
の
法
制
を
紹
介
す
る
。
ま
た
、
金
融
庁
な
ど
の
委
員
会

に
お
い
て
も
利
用
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
議
決
権
電
子
行
使
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
つ
い
て
も
制
度
お
よ
び
現
状
を
紹
介
し
、
議
決
権

行
使
結
果
の
開
示
が
示
す
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。
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２
　
日
本
に
お
け
る
議
決
権
行
使
結
果
の
開
示

（
１
）
ア
メ
リ
カ
の
対
日
要
望
書

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
一
五
日
に
公
表
さ
れ
た
「
日
米
規
制
改
革
お
よ
び
競
争
政
策
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
基
づ
く
日
本
国
政
府
へ
の

米
国
政
府
要
望
書
」
（
２
）

の
中
に
、「
取
締
役
の
再
任
を
含
め
、
年
次
株
主
総
会
ま
た
は
臨
時
株
主
総
会
に
お
い
て
投
票
さ
れ
た
各
決
議
に

つ
い
て
、
賛
成
お
よ
び
反
対
票
、
な
ら
び
に
棄
権
の
数
を
含
め
た
議
決
権
代
理
行
使
の
す
べ
て
の
結
果
を
株
主
に
開
示
す
る
。」
と

あ
り
、
こ
れ
に
伴
う
商
法
の
改
正
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）
東
京
証
券
取
引
所
の
動
き

東
京
証
券
取
引
所
の
上
場
制
度
整
備
懇
談
会
は
、
二
〇
〇
九
年
四
月
二
三
日
、「
安
心
し
て
投
資
で
き
る
市
場
環
境
等
の
整
備
に

向
け
て
」
を
公
表
し
た
。
こ
の
報
告
書
の
中
で
、
議
決
権
行
使
結
果
の
開
示
に
関
連
す
る
記
載
が
あ
る
。
議
決
権
行
使
結
果
の
開
示

は
、
近
年
、
投
資
家
か
ら
の
強
い
要
望
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
事
項
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
特
に
東
京
証
券
取
引
所
で
は
ル
ー

ル
を
設
け
て
い
な
い
こ
と
、
議
決
権
行
使
結
果
の
開
示
を
求
め
る
理
由
に
は
、
投
資
者
に
議
決
権
行
使
の
重
要
性
と
そ
の
成
果
を
認

識
さ
せ
る
こ
と
に
資
す
る
こ
と
、
取
締
役
会
提
出
議
案
の
支
持
の
度
合
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
株
主
と
上
場
会
社
の
対
話
の
端

緒
に
な
る
こ
と
、
委
任
状
ま
た
は
書
面
投
票
に
つ
い
て
の
不
正
解
釈
等
に
つ
い
て
の
疑
義
を
払
拭
す
る
こ
と
等
を
指
摘
し
て
い
る
（
３
）。

ま
た
、
会
社
法
は
、
委
任
状
お
よ
び
書
面
投
票
に
つ
い
て
、
議
決
権
行
使
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
、
総
会
の
日
か
ら
三
ヶ
月

間
本
店
に
据
え
置
き
、
株
主
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
（
委
任
状
に
つ
き
、
会
社
法
第
三
一
〇
条
第
六
項
、
第
七

項
。
書
面
に
よ
る
議
決
権
行
使
に
つ
き
、
同
条
第
三
一
一
条
三
項
、
第
四
項
。）、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
を
閲
覧
で
き
た
と
し
て

も
株
主
が
自
ら
集
計
な
ど
の
作
業
を
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
議
決
権
行
使
に
関
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す
る
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性
の
向
上
を
図
る
観
点
か
ら
は
、
株
主
が
議
決
権
行
使
結
果
に
容
易
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
な
制
度
の
整

備
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。」
と
ま
と
め
て
い
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
議
決
権
行
使
結
果
の
開
示
に
つ
い
て
、
会
社
法
に
お
い
て
は
、
最
低
限
の
規
定
は
あ
る
も
の
の
、
東
京
証
券
取

引
所
は
特
段
ル
ー
ル
を
設
け
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
東
京
証
券
取
引
所
は
、
二
〇
〇
九
年
九
月
二
九
日
、「
上
場
制
度
整
備
の
実
行

計
画
二
〇
〇
九
」
を
公
表
し
、
単
に
可
決
か
否
決
か
だ
け
で
な
く
賛
否
の
票
数
ま
で
公
表
す
る
よ
う
に
上
場
会
社
に
対
し
要
請
す
る

こ
と
を
「
速
や
か
に
実
施
す
る
事
項
」
に
位
置
づ
け
た
。
更
に
、「
株
主
総
会
の
各
議
案
の
議
決
結
果
の
公
表
に
関
す
る
ル
ー
ル
化

に
向
け
、
法
令
改
正
の
動
向
を
踏
ま
え
な
が
ら
検
討
を
行
う
。」
こ
と
を
「
具
体
策
の
実
施
に
向
け
検
討
を
進
め
る
事
項
」
と
し
て

整
理
し
た
（
４
）。

こ
れ
を
受
け
、
東
京
証
券
取
引
所
は
、
上
場
会
社
に
当
て
、
平
成
二
一
年
一
〇
月
二
九
日
付
け
で
文
書
を
発
表
し
、
議
決
権
行
使

結
果
の
開
示
を
求
め
る
要
請
を
実
施
し
た
（
５
）。

（
３
）
金
融
庁
の
動
き

金
融
庁
で
は
、
金
融
審
議
金
融
分
科
会
は
平
成
二
一
年
六
月
七
日
、「
我
が
国
金
融
・
資
本
市
場
の
国
際
化
に
関
す
る
ス
タ
デ
ィ

グ
ル
ー
プ
報
告
〜
上
場
会
社
等
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
に
向
け
て
〜
」
を
発
表
し
た
。

議
決
権
行
使
結
果
の
開
示
に
つ
い
て
は
こ
の
報
告
の
中
で
、「
上
場
会
社
等
に
よ
る
株
主
総
会
議
案
の
議
決
結
果
の
公
表
」
と
い

う
タ
イ
ト
ル
で
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
上
場
会
社
等
の
大
半
は
、
議
決
権
行
使
の
賛
否
の
票
数
ま
で
は
開
示
せ
ず
、
可
決
か

否
決
か
の
み
を
開
示
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
賛
否
の
票
数
が
開
示
さ
れ
る
こ
と
は
、
株
主
の
意
思
が
明
確
化
さ
れ
、
市
場

を
通
じ
た
経
営
陣
へ
の
牽
制
効
果
も
期
待
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
６
）。
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そ
し
て
、「
株
主
に
対
す
る
説
明
責
任
を
果
た
す
と
い
う
観
点
か
ら
、
上
場
会
社
等
に
お
い
て
は
、
各
議
案
の
議
決
結
果
に
つ
い

て
、
単
に
可
決
か
否
決
か
だ
け
で
な
く
、
賛
否
の
票
数
ま
で
公
表
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
り
、
法
定
開
示
及
び
取
引
所
ル
ー
ル
に
よ

り
、
ル
ー
ル
化
が
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
受
け
、
金
融
庁
は
、
平
成
二
二
年
二
月
一
二
日
、
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
案
等
を
と
り
ま
と
め
公
表
し

た
。
具
体
的
に
は
、
議
決
権
行
使
結
果
に
つ
い
て
、
臨
時
報
告
書
に
お
い
て
、
株
主
総
会
に
お
け
る
議
案
ご
と
の
議
決
権
行
使
の
結

果
（
得
票
数
等
）
を
開
示
す
る
こ
と
を
上
場
会
社
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
内
閣
府
令
の
施
行
は
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
で
あ
る
。

た
だ
し
、
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
等
か
ら
適
用
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
案
）
の
第
一
九
条
は
臨
時
報
告
書
の
記
載
内
容
等
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
九

の
二
で
は
、
具
体
的
内
容
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
提
出
会
社
の
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
事
項
が
決
議
さ
れ
た
場
合
、
次

の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
イ
　
当
該
株
主
総
会
が
開
催
さ
れ
た
年
月
日

ロ
　
当
該
決
議
事
項
の
内
容

ハ
　
当
該
決
議
事
項
（
役
員
の
選
任
又
は
解
任
に
関
す
る
決
議
事
項
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
選
任
又
は
解
任
の
対
象
と
す
る
者
ご

と
の
決
議
事
項
）
に
対
す
る
賛
成
、
反
対
及
び
棄
権
の
意
思
の
表
示
に
係
る
議
決
権
の
数
、
当
該
決
議
事
項
が
可
決
さ
れ
る
た

め
の
要
件
並
び
に
当
該
決
議
の
結
果

ニ
　
ハ
の
議
決
権
の
数
に
株
主
総
会
に
出
席
し
た
株
主
の
議
決
権
の
数
（
株
主
の
代
理
人
に
よ
る
代
理
行
使
に
係
る
議
決
権
の
数

並
び
に
会
社
法
第
三
百
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
百
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
出
席
し
た
株
主
の
議
決
権
の
数
に
算
入
す

る
議
決
権
の
数
を
含
む
。）
の
一
部
を
加
算
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
」
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つ
ま
り
、
ハ
で
は
、
決
議
事
項
に
対
す
る
賛
成
、
反
対
、
棄
権
の
数
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
議
決
権
行
使
結
果
の
開
示
を

示
す
。
ま
た
、
ニ
で
は
、
議
決
権
行
使
結
果
の
集
計
に
株
主
総
会
当
日
を
含
め
な
い
場
合
に
は
そ
の
理
由
を
記
載
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
総
会
当
日
総
会
に
出
席
し
た
株
主
の
議
決
権
の
数
を
含
め
な
い
こ
と
も
、
正
当
な
理
由
を
示
せ
ば
認
め
ら
れ

る
。３

　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
決
権
行
使
結
果
の
開
示

（
１
）
改
正
案

議
決
権
行
使
結
果
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
昨
年
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
変
化
が
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
昨
年
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は

議
決
権
行
使
結
果
を
開
示
す
る
ル
ー
ル
を
改
正
し
、
改
正
規
則
は
今
年
二
月
一
〇
日
に
施
行
さ
れ
た
（
７
）。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
議
決
権
行
使
結
果
の
開
示
は
、
四
半
期
報
告
書
で
あ
るF

orm
10-Q

ま
た
はF

orm
10-K

に
規
定
さ
れ

て
い
た
。
改
正
後
、
こ
れ
ら
の
項
目
は
削
除
さ
れ
、
臨
時
報
告
書
で
あ
るF

orm
8-K

に
移
行
す
る
。F

orm
8-K

に
は
、
開
示
す
べ

き
項
目
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
、Item

5
に
新
た
な
七
項
目
が
追
加
さ
れ
た
。
会
社
は
、
株
主
総
会
終
了
後
、
四
営
業

日
以
内
に
こ
の
議
決
権
行
使
の
予
備
投
票
結
果
をF

orm
に
記
載
し
、
フ
ァ
イ
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
後
、
最
終
的
な
投

票
結
果
が
確
定
す
れ
ば
、F

orm
8-K

で
四
営
業
日
以
内
に
、
改
め
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

Ｓ
Ｅ
Ｃ
で
は
、
本
改
正
案
を
二
〇
〇
九
年
七
月
一
〇
日
に
発
表
し
、
一
二
月
一
六
日
、
本
改
正
の
最
終
案
を
承
認
し
た
（
８
）。

（
２
）
改
正
案
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト

改
正
案
に
つ
い
て
は
、
発
行
会
社
や
機
関
投
資
家
な
ど
幅
広
い
関
係
者
か
ら
多
く
の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
そ
れ
ら
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に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。
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な
ど
は
、
議
決
権
行
使
結
果
の
適
時
開
示
は
株
主
や
投
資
家
の
利
益
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
と
し
、
改
正
案
を
支
持
し
て
い
る
。

株
主
総
会
で
決
議
さ
れ
る
議
案
に
は
、
株
主
の
利
益
に
直
接
影
響
を
与
え
る
議
題
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
取
締

役
の
選
任
や
役
員
報
酬
、
投
資
や
負
の
投
資
、
株
主
の
権
利
の
変
化
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
タ
イ
ム
リ
ー
に
開
示
さ
れ
た
方
が
よ

い
と
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
取
締
役
選
任
に
つ
い
て
、m

ajority
vote

が
導
入
さ
れ
、
特
にuncontested

な
取
締
役
選
任
決
議
に
導

入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
議
決
権
行
使
結
果
が
株
主
に
タ
イ
ム
リ
ー
な
方
法
で
報
告
さ
れ
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
（
９
）

と
い

う
意
見
も
見
ら
れ
た
。

し
か
し
、
一
方
で
は
四
営
業
日
と
い
う
条
件
は
厳
し
す
ぎ
る
と
す
る
も
の
や
、
予
備
結
果
の
公
表
が
投
資
家
に
誤
解
を
招
く
可
能

性
が
あ
る
場
合
に
は
、
予
備
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
予
備
投
票
結
果

の
発
表
は
、
追
加
的
に
議
決
権
が
行
使
さ
れ
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
投
票
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
い
う

懸
念
を
示
す
も
の
も
あ
っ
た
。

（
３
）
最
終
案

Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
を
評
価
し
た
上
で
、
改
正
案
の
通
り
Ｓ
Ｅ
Ｃ
はF

orm
10-Q

お
よ
び10-K

か
ら
株
主
の
議
決
権

行
使
結
果
の
開
示
項
目
を
削
除
し
、F

orm
8-K

に
加
え
る
改
正
提
案
を
採
用
し
た
。

Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
定
時
ま
た
は
臨
時
株
主
総
会
の
投
票
結
果
が
よ
り
タ
イ
ム
リ
ー
に
発
表
さ
れ
る
こ
と
は
、
投
資
家
と
市
場
の
た
め
に

な
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
四
半
期
開
示
と
い
う
発
表
条
件
で
は
、
投
票
結
果
がF

orm
10-Q

ま
た
は
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10-K

で
明
ら
か
に
さ
れ
る
ま
で
に
は
二
、
三
ヶ
月
か
か
っ
て
い
た
。
定
時
ま
た
は
臨
時
株
主
総
会
終
了
と
投
票
結
果
がF

orm
10-Q

ま
た
は10-K

で
明
ら
か
に
さ
れ
る
時
間
の
遅
れ
（
つ
ま
り
四
半
期
開
示
）
は
、
投
資
家
と
市
場
に
と
っ
て
情
報
を
よ
り
有
用
に
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
判
断
し
た
。

そ
し
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
株
主
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
的
進
歩
と
第
三
者
の
プ
ロ
キ
シ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
を
鑑
み
て

も
、
会
社
に
は
、
議
決
権
行
使
結
果
を
集
計
し
、
迅
速
に
情
報
を
広
め
る
能
力
が
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
会
社
は
株
主

総
会
終
了
後
、
四
営
業
日
以
内
に
予
備
投
票
結
果
を
提
出
し
、
そ
の
後
、
最
終
的
な
投
票
結
果
が
分
か
っ
た
後
四
営
業
日
以
内
に

F
orm

8-K

に
つ
い
て
の
改
正
レ
ポ
ー
ト
を
送
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
案
が
採
用
さ
れ
た
。
ま
た
、
会
社
が
予
備
投
票
結
果
の
発
表
が

投
資
家
に
混
乱
の
可
能
性
を
憂
慮
す
る
場
合
に
は
、
予
備
投
票
発
表
に
適
切
な
記
載
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

４
　
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
開
示

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、C

om
panies

A
ct

2006

の
三
四
一
条
にpoll

の
議
決
権
行
使
結
果
を
、
賛
成
、
反
対
の
票
数
ま
で
を
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
で
開
示
す
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
（
10
）。

ま
た
、
Ｌ
Ｓ
Ｅ
のT

he
C

om
bined

C
ode

Section
1

C
om

panies
D

.2.2

で

も
、
賛
成
、
反
対
、
棄
権
の
票
数
も
含
め
て
自
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
公
表
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
11
）。

ま
た
、
Ｅ
Ｕ
は
二
〇
〇
七
年
七
月
一
一
日
、"D

IR
E

C
T

IV
E

2007/36/E
C

O
F

T
H

E
E

U
R

O
PE

A
N

PA
R

LIA
M

E
N

T
A

N
D

O
F

T
H

E
C

O
U

N
C

IL
of11

July
2007

on
the

exercise
ofcertain

rights
ofshareholders

in
listed

com
panies"

と
い
う
指
令
を
公

表
し
、
こ
こ
で
は
、
総
会
か
ら
一
五
日
以
内
に
議
決
権
行
使
結
果
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
開
示
す
る
よ
う
、
参
加
各
国
に
対
し
二
〇

〇
九
年
八
月
三
日
ま
で
に
法
制
化
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
お
よ
び
日
本
が
臨
時
報
告
書
で
の
開
示
で
あ
る
の
に
比
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
は
自
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
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け
る
公
表
と
い
う
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
議
決
権
行
使
結
果
の
開
示
を
議
案
ご
と
に
賛
成
、
反
対
お
よ
び
棄
権
の
票
数
ま
で
を
要
求

し
て
い
る
点
で
は
、
各
国
共
通
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

５
　
議
決
権
集
計
の
現
状

で
は
、
現
在
、
実
務
的
に
は
議
決
権
の
集
計
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
議
決
権
行
使
結
果
を
開
示
す
る
こ

と
は
、
発
行
会
社
に
対
し
て
、
多
大
な
事
務
負
担
と
コ
ス
ト
を
要
求
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

株
主
総
会
前
日
ま
で
の
議
決
権
行
使
結
果
の
票
数
の
カ
ウ
ン
ト
は
、
株
主
名
簿
管
理
人
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
議
案
が
可
決

す
る
か
否
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
通
常
は
こ
れ
を
行
う
。
従
っ
て
、
前
日
ま
で
の
集
計
に
つ
い
て
は
発
行
会
社
に
対

し
、
過
度
な
事
務
負
担
や
追
加
的
な
コ
ス
ト
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。

問
題
は
、
株
主
総
会
当
日
の
賛
否
の
集
計
で
あ
る
。
現
在
、
ほ
と
ん
ど
の
発
行
会
社
で
は
、
株
主
総
会
当
日
は
、
厳
密
な
集
計
を

行
っ
て
い
な
い
。
厳
密
な
集
計
を
行
う
た
め
に
は
、
例
え
ば
、
株
主
総
会
会
場
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
設
置
し
、
株
主
が
そ
の
場
で
賛

否
を
投
じ
る
か
、
も
し
く
は
、
株
主
に
対
し
株
主
番
号
を
付
し
た
用
紙
を
配
布
し
、
会
場
で
回
収
す
る
等
の
方
法
が
あ
ろ
う
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
コ
ス
ト
や
時
間
を
要
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
特
に
、
株
主
数
の
多
い
会
社
で
は
、
株
主
へ
の
用
紙
配
布
、
回
収

の
時
間
を
確
保
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

前
述
の
内
閣
府
令
に
よ
る
と
、
当
日
の
集
計
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
算
入
し
な
い
こ
と
も
認
め
ら
れ
、
厳
密
な
結
果
を
要
求
さ
れ
て

い
な
い
。
つ
ま
り
、
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
九
条
二
項
ニ
号
で
は
、
総
会
当
日
に
出
席
し
た
株
主
の
議
決
権

行
使
数
の
一
部
を
加
算
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
述
べ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
正
当
な
理
由
が
あ
れ
ば
、
当
日

の
数
に
加
算
し
な
い
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
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二
〇
〇
九
年
株
主
総
会
白
書
に
よ
る
と
、「
賛
成
多
数
に
よ
り
」
と
し
て
、「
具
体
的
に
個
数
は
報
告
し
な
か
っ
た
」
と
解
答
し
た

会
社
が
一
八
七
九
社
で
、
九
九
・
一
％
と
圧
倒
的
多
数
で
あ
る
。
ま
た
、
議
事
録
へ
の
賛
成
・
反
対
の
議
決
権
数
の
記
載
の
有
無
に

つ
い
て
は
、「
記
載
し
な
か
っ
た
」
会
社
が
、
一
六
一
五
社
で
八
五
・
一
％
と
な
っ
て
い
る
（
12
）。

６
　
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
と
議
決
権
電
子
行
使
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

（
１
）
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
の
現
状

会
社
法
上
で
も
既
に
導
入
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
は
、
議
決
権
行
使
の
票
数
を
集
計
す
る
の
に
役
立
つ

と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
利
用
は
進
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

昨
年
二
〇
〇
九
年
株
主
総
会
白
書
に
よ
る
と
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
行
使
採
用
会
社
は
、
二
二
・
六
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
制
度
を
採
用
し
た
会
社
の
割
合
で
あ
り
、
実
際
の
利
用
は
更
に
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（
13
）。

利
用
が
進
ま
な
い
理
由
の
一
つ
に
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
行
使
は
、
名
義
株
主
が
行
う
も
の
で
あ
り
、
名
簿
上
の
株
主

と
実
質
的
所
有
者
が
異
な
る
機
関
投
資
家
の
場
合
に
は
利
用
で
き
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
機
関
投
資
家
が
自
己
名
義
で
保

有
し
て
い
る
場
合
で
も
銘
柄
毎
に
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
の
入
力
が
必
要
な
た
め
事
務
的
な
負
担
が
大
き
い
。
そ
の
た
め
、
電
磁
的
方

法
に
よ
る
議
決
権
行
使
を
行
う
対
象
は
、
主
に
個
人
投
資
家
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
個
人
投
資
家
は
も
と
も
と
議
決
権
行
使
に

関
心
が
低
い
上
に
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
書
面
投
票
に
よ
る
方
法
の
方
が
簡
便
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の

行
使
は
利
用
が
進
ま
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

発
行
会
社
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
行
使
制
度
を
採
用
す
る
た
め
に
は
、
株
主
名
簿
管
理
人
に
対
し
、
手
数
料
を
払
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
二
〇
〇
九
年
株
主
総
会
白
書
で
も
、
規
模
が
小
さ
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
制
度
を
採
用
す
る
会
社
が
少
な
く
な
っ
て
い
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る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
議
決
権
電
子
行
使
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
行
使
は
、
株
主
名
簿
上
の
名
義
株
主
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
。
年
金
や
信
託
な
ど
の
中
に
は
、
実

質
的
所
有
者
が
議
決
権
行
使
の
指
示
を
行
う
こ
と
が
契
約
で
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
名
義
株
主
で
あ
る
機
関
投
資
家
は
複

数
の
実
質
的
所
有
者
の
指
示
を
取
り
ま
と
め
て
行
使
す
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
実
質
的
所
有
者
は
、
名
義
株
主
で
あ
る
カ
ス
ト
デ
ィ
ー
を
介
し
て
、
株
主
総
会
で
の
決
議
事
項
が
記
載
さ
れ

た
招
集
通
知
を
郵
送
で
受
け
取
り
、
か
つ
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
外
国
人
機
関
投
資
家
が
こ
れ
ら
を
受
け
取
る

に
は
、
時
間
が
か
か
り
、
か
つ
議
決
権
行
使
指
図
を
返
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
議
案
を
検
討
す
る
日
数
は

三
、
四
日
し
か
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
二
〇
〇
四
年
七
月
、
東
京
証
券
取
引
所
、
日
本
証
券
業
協
会
、
Ａ
Ｄ
Ｐ
社
（
現

B
roadridge

社
）
が
議
決
権
電
子
行
使
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
提
供
す
る
株
式
会
社
Ｉ
Ｃ
Ｊ
を
設
立
し
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
期
決

算
銘
柄
か
ら
業
務
を
開
始
し
た
。
二
〇
一
〇
年
四
月
一
日
現
在
、
参
加
発
行
会
社
三
六
九
社
と
な
っ
て
い
る
。

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
場
合
、
発
行
会
社
は
招
集
通
知
情
報
をT

D
-N

et

を
通
じ
て
登
録
す
る
。
こ
の
情
報
を
受
け
、
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
は
、
議
題
が
種
類
ご
と
に
分
類
・
翻
訳
さ
れ
、
招
集
通
知
発
送
日
に
招
集
通
知
（
日
本
語
の
み
で
も
可
）
の
Ｐ

Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
が
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
る
。
実
質
的
所
有
者
で
あ
る
指
図
権
者
は
直
接
こ
れ
ら
の
情
報
を
サ

イ
ト
上
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
各
名
義
株
主
お
よ
び
常
任
代
理
人
か
ら
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
対
し
、
実
質
的
所
有

者
で
あ
る
指
図
権
者
の
口
座
情
報
が
提
供
さ
れ
る
。
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指
図
権
者
は
招
集
通
知
な
ど
の
議
案
情
報
を
招
集
通
知
の
発
送
日
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
、
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
上
で
投
票
の
指
示
を
行
う
。
こ
れ
ら
の
入
力
情
報
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
て
株
主
名
簿
管
理
人
に
送
ら
れ
る
。
し

か
し
、
実
質
的
株
主
で
あ
る
指
図
権
者
の
名
義
や
株
数
な
ど
の
情
報
は
送
ら
れ
な
い
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、
実
質
的
所
有
者

が
特
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
こ
と
の
、
機
関
投
資
家
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
議
案
を
検
討
す
る
時
間
が
延
び
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
発
行
会
社
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
株
主
の
利
便
性
向
上
を
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
こ
と
、
早
期
に
票
読
み
が
可
能
で

あ
る
こ
と
、
お
よ
び
追
加
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賛
成
票
を
得
や
す
く
な
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
近
年
、
多
く

の
機
関
投
資
家
は
Ｉ
Ｓ
Ｓ
な
ど
の
議
決
権
行
使
助
言
会
社
の
助
言
を
受
け
、
議
決
権
を
行
使
す
る
。
議
決
権
行
使
助
言
会
社
が
特
定

の
取
締
役
の
選
任
に
対
し
、
反
対
す
る
こ
と
を
助
言
し
た
場
合
、
こ
れ
に
反
論
す
る
追
加
情
報
を
ウ
ェ
ブ
等
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
賛
成
票
を
得
や
す
く
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
会
社
法
上
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使

制
度
の
利
用
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
発
行
会
社
に
と
っ
て
は
、
電
磁
的
投
票
制
度
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
双
方
の
利
用
料

を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
お
わ
り
に

二
〇
〇
九
年
株
主
総
会
白
書
に
よ
る
と
、
議
決
権
行
使
結
果
に
つ
い
て
、
株
主
総
会
に
お
い
て
具
体
的
に
個
数
は
報
告
し
な
か
っ

た
と
す
る
会
社
が
大
半
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
年
の
株
主
総
会
か
ら
は
議
決
権
行
使
結
果
を
議
案
ご
と
に
賛
成
、
反
対
、
棄
権
の
票

数
ま
で
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
更
に
、
取
締
役
の
選
任
・
解
任
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
ご
と
の
票
数
を
公
表
し
な
け
れ
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図１　議決権電子行使プラットフォームの概念図

東京証券取引所より

株式会社ICJより

図２　日本株の議決権行使環境の現状

議決権電子行使プラットフォームの概念図（←→は現行の情報の流れ）
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ば
な
ら
な
く
な
る
。

議
決
権
行
使
の
開
示
を
求
め
る
理
由
に
は
、
投
資
者
に
議
決
権
行
使
の
重
要
性
と
そ
の
成
果
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
資
す
る
こ
と
、

取
締
役
会
提
出
議
案
の
支
持
の
度
合
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
株
主
と
上
場
会
社
の
対
話
の
端
緒
に
な
る
こ
と
、
委
任
状
ま
た
は

書
面
投
票
に
つ
い
て
の
不
正
解
釈
等
に
つ
い
て
の
疑
義
を
払
拭
す
る
こ
と
、
株
主
の
意
思
が
明
確
化
さ
れ
、
市
場
を
通
じ
た
経
営
陣

へ
の
牽
制
効
果
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
取
締
役
選
任
に
つ
い
て
は
、
一
種
の
比
例
代
表
制
度
で
あ
るplurality

vote

が
標
準
で
あ
り
、
極
端
に

い
え
ば
一
票
で
も
可
決
さ
れ
る
な
ど
、
各
国
の
法
制
に
は
違
い
が
あ
る
。
そ
の
た
め
議
決
権
行
使
結
果
の
開
示
を
求
め
る
理
由
や
開

示
の
意
義
も
全
く
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
議
決
権
行
使
結
果
の
開
示
、
情
報
の
透
明
化
の
流
れ
は
国
際
的
な
傾
向
で
あ
る
。
昨

年
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
総
会
の
四
営
業
日
後
ま
で
に
開
示
す
る
と
い
う
短
期
間
の
開
示
を
要
求
す
る
規
則
改
正
を
行
い
、
今
年
二
月
よ
り
施

行
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
や
Ｅ
Ｕ
各
国
で
も
、
議
決
権
行
使
結
果
を
自
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。

更
に
、
議
決
権
行
使
に
関
し
て
は
、
そ
の
結
果
の
開
示
の
み
な
ら
ず
、
議
決
権
行
使
に
係
る
環
境
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
特

に
海
外
の
投
資
家
か
ら
は
、
株
主
総
会
開
催
日
の
分
散
化
、
招
集
通
知
の
早
期
発
送
、
招
集
通
知
の
取
引
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲

載
、
総
会
議
案
に
係
る
説
明
の
充
実
、
英
訳
等
の
促
進
な
ど
、
更
な
る
環
境
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

各
取
締
役
の
選
任
・
解
任
に
つ
い
て
賛
成
・
反
対
の
票
数
ま
で
開
示
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
発
行
会
社
の
抵
抗
が
予
想
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
株
主
に
対
す
る
情
報
の
開
示
、
情
報
の
透
明
性
は
今
後
も
強
く
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

（
付
記
）
本
項
は
平
成
二
一
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
一
般
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

本
稿
を
作
成
す
る
に
際
し
、
株
式
会
社
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
今
給
黎
成
夫
氏
お
よ
び
株
式
会
社
ア
イ
ア
ー
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
の
北
村
雄
一
郎
氏
に
ご
協
力
を
賜
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り
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

注（
１
）

（
臨
時
報
告
書
の
記
載
内
容
等
）
第
十
九
条
（
略
）

２．

法
第
二
十
四
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
会
社
（
指
定
法
人
を
含
む
。）
は
、
内
国
会
社
に
あ
つ
て
は

第
五
号
の
三
様
式
、
外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
十
号
の
二
様
式
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
事
項
を
記
載
し
た
臨
時
報
告
書
三
通
を
作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
九
（
略
）

九
の
二
　
提
出
会
社
の
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
事
項
が
決
議
さ
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

「
イ
　
当
該
株
主
総
会
が
開
催
さ
れ
た
年
月
日

ロ
　
当
該
決
議
事
項
の
内
容

ハ

当
該
決
議
事
項
（
役
員
の
選
任
又
は
解
任
に
関
す
る
決
議
事
項
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
選
任
又
は
解
任
の
対
象
と
す
る
者
ご
と

の
決
議
事
項
）
に
対
す
る
賛
成
、
反
対
及
び
棄
権
の
意
思
の
表
示
に
係
る
議
決
権
の
数
、
当
該
決
議
事
項
が
可
決
さ
れ
る
た
め
の

要
件
並
び
に
当
該
決
議
の
結
果

ニ

ハ
の
議
決
権
の
数
に
株
主
総
会
に
出
席
し
た
株
主
の
議
決
権
の
数
（
株
主
の
代
理
人
に
よ
る
代
理
行
使
に
係
る
議
決
権
の
数
並

び
に
会
社
法
第
三
百
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
百
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
出
席
し
た
株
主
の
議
決
権
の
数
に
算
入
す
る
議

決
権
の
数
を
含
む
。）
の
一
部
を
加
算
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
」
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（
２
）

A
nnualR

eform
R

ecom
m

endations
from

the
G

overnm
ent

ofthe
U

nited
States

to
the

G
overnm

ent
ofJapan

under
the

U
.S.-

Japan
R

egulatory
R

eform
and

C
om

petition
Policy

Initiative
(O

ctober
15,2008)

（
３
）

http://w
w

w
.tse.or.jp/rules/seibi/seibi.pdf

（
４
）

http://w
w

w
.tse.or.jp/new

s/200910/091029_b.htm
l

（
５
）

http://w
w

w
.tse.or.jp/new

s/200910/091029_b.htm
l

（
６
）

http://w
w

w
.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20090617-1/01.pdf

（
７
）

http://w
w

w
.sec.gov/rules/final/2009/33-9089.pdf

（
８
）

http://w
w

w
.sec.gov/rules/final/2009/33-9089.pdf

（
９
）

拙
稿
「
ノ
ミ
ニ
ー
の
自
由
裁
量
議
決
権
行
使
を
制
限
す
る
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
規
則
452
の
改
正
」、
証
研
レ
ポ
ー
トN

o.1657

（
10
）

W
ebsite

publication
ofpollresults

341
R

esults
ofpollto

be
m

ade
available

on
w

ebsite

(1)W
here

a
poll

is
taken

at
a

general
m

eeting
of

a
quoted

com
pany,the

com
pany

m
ust

ensure
that

the
follow

ing

inform
ation

is
m

ade
available

on
a

w
ebsite-

(a)the
date

ofthe
m

eeting,

(b)the
textofthe

resolution
or,as

the
case

m
ay

be,a
description

ofthe
subjectm

atter
ofthe

poll,

(c)the
num

ber
ofvotes

castin
favour,and

(d)the
num

ber
ofvotes

castagainst.

（
11
）

D
.2.2

T
he

com
pany

should
ensure

that
allvalid

proxy
appointm

ents
received

for
generalm

eetings
are

properly
recorded

（69）



and
counted.F

or
each

resolution,after
a

vote
has

been
taken,except

w
here

taken
on

a
poll,the

com
pany

should
ensure

that
the

follow
ing

inform
ation

is
given

at
the

m
eeting

and
m

ade
available

as
soon

as
reasonably

practicable
on

a
w

ebsite

w
hich

is
m

aintained
by

or
on

behalfofthe
com

pany:

・the
num

ber
of

shares
in

respect
of

w
hich

proxy
appointm

ents
have

been
validly

m
ade;the

num
ber

of
votes

for
the

resolution;
・the

num
ber

ofvotes
againstthe

resolution;and

・the
num

ber
ofshares

in
respectofw

hich
the

vote
w

as
directed

to
be

w
ithheld.

（
12
）

「
二
〇
〇
九
年
株
主
総
会
白
書
」、
旬
刊
商
事
法
務
一
一
月
三
〇
日
臨
時
増
刊
号
（N

o.1883

）
九
五
ペ
ー
ジ
、
図
表
一
〇
三
。

（
13
）

「
二
〇
〇
九
年
株
主
総
会
白
書
」、
旬
刊
商
事
法
務
一
一
月
三
〇
日
臨
時
増
刊
号
（N

o.1883

）
一
二
九
ペ
ー
ジ
、
図
表
一
五
〇
。

（
ふ
く
も
と
　
あ
お
い
・
客
員
研
究
員
）
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